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小平市土地利用審議会議事要録

（平成１９年度第３回）

日時：平成２０年１月２８日（月）

                  午後２時３０分より

場所：小平市役所５階、５０４会議室

事務局：都市開発部まちづくり課開発指導係                                                                                                                         
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（開会）

会 長   ただ今から、平成１９年度の第３回土地利用審議会を開会いたします。

         我々は法律や条例だけの話ではなく、生活や環境の問題を含め、更に大きく

言うと地球全体のことも考える位のスケールの話が出てくる。あるいはもっ

と小さい身近な話も踏まえて、色々なことにとらわれないで審議をしていく

姿勢が良いと私は思っております。ぜひ皆さんの自由な、拘束されない意見

をここで述べていただいて、それがまちづくり、もしくは小平市全体のため

になっていく新しいスタイルができ上がってもいいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

         今日は全員出席ですので、定足数に達しております。

         審議会は公開となります。特に問題ないと思いますので、全員の方を入れて

いただきたいと思います。

        （傍聴人入室）

会 長   皆さんにお伝えしておきますが、会議の間の発言や写真撮影は一切できませ

ん。電話はマナーモードにしてください。配付した資料は、お帰りになるとき

にここに置いていっていただきたいと思います。

         それでは、１９諮問第２号の土地利用構想の届出についての審議を始めたい

と思います。

         事務局より説明をお願いします。

事 務 局   それでは、土地利用構想届出について、ご説明いたします。

         土地の所在は、小平市花小金井南町一丁目８９０番地１７、ＮＴＴ花小金井

東社宅跡地でございます。

         最初に、資料のご説明をいたします。資料１をご覧ください。

         資料１は、案内図に用途地域を色分けした周辺状況図でございます。計画地

は都道である小金井街道の東側道路端から２０ｍまでは第２種中高層住居専

用地域でありまして、建ぺい率６０％、容積率２００％、準防火地域、絶対

高さ制限２５ｍの第２種高度地区でございます。

         また、当該地の大部分は、第１種中高層住居専用地域でありまして、建ペい

率６０％、容積率２００％、準防火地域、絶対高さ制限２５ｍの第２種高度

地区でございます。

         当該地東部の用途地域は、第１種低層住居専用地域、南部には小金井カント

リー倶楽部が接しておりまして、第１種低層住居専用地域であります。西部

は小金井街道の東西の道路端からそれぞれ２０ｍまでは第２種中高層住居専

用地域で、北部には花小金井南中学校があり、第１種中高層住居専用地域、

東北部の商店街に接しておりますところは商業地域となってございます。

         また、周辺の都市施設でございますが、南部には都市計画公園、公園の種別
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は広域公園で９・６・１小金井公園６２．７１ｈａがあり、花小金井南中学

校の東部及び北部については生産緑地２，２１４㎡を指定しております。

         北部については、都市計画道路小平３・４・６号、花小金井学園線、幅員１

６ｍがございます。この鈴木街道につきましては、都市計画道路として事業

は未定でございます。また、鈴木道の風致地区として指定があり、道路中心

から５０ｍの範囲に建築物等の規制がかけられております。

         西部については、都市計画道路小平３・４・１７号、小金井久留米線、幅員

１６ｍがございます。この小金井街道につきましては、都市計画道路として

事業は完成してございます。

         次に、資料２は、土地利用構想届出書の写しでございます。事業主は住友不

動産株式会社都市開発事業本部でございます。

         届け出された構想の内容でございますが、中高層分譲共同住宅は、Ａ棟から

Ｇ棟の７棟、店舗、事務所及び共用棟１棟の建設でございます。店舗、事務

所及び共用棟の具体的なことについては、現段階では決まっておりません。

         事業面積は６万２，４２４．４４㎡、建設面積が２万８，５１５．７２㎡、

床面積で１６万２，０００㎡、高さが２５ｍで４階から８階建て、戸数が１，

４９９戸、駐車場を約１，２５０台設置し、建ぺい率５０％、容積率１９

９％とする計画でございます。

         現在の事業の状況でございますが、解体工事につきましては既に始まってお

りまして、第１期として住宅１１棟を解体し、整地しているところでござい

ます。工期は平成１９年９月初旬から平成２０年１月末日を予定しておりま

す。第２期は平成２０年春以降、建設工事と併せて行うとのことでございま

す。

         完成時期でございますが、工期は３工区に分けております。第１期の完成予

定は平成２２年９月、約７００戸、第２期の完成予定は平成２３年７月、約

３００戸、第３期の完成予定は平成２４年１２月、約５００戸、あくまでも

予定ですので、今後変更する場合があります。

         図面の左上部に小平市譲渡予定地、提供公園と記載されていますが、これは

地域開放型体育館用地でございます。花小金井南中学校の西側に面積約１，

９００㎡、その西側に開発行為による提供公園、約３，７４６㎡を配置する

ものでございます。

         次に、地階平面図に住戸、ドライエリアと表示されていますが、地下１階に

住戸が設けられ、ドライエリアは地下室の一方を採光や換気を目的として掘

り下げて造られた空間で、離隔距離は約４ｍございます。駐車場の出入り口

は２箇所ございまして、図面では車路スロープと表示されているところで、

１箇所は当該地の西部で小金井街道から、もう１箇所は花小金井南中学校の
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グラウンド東南からスロープで地下駐車場へ出入りする計画でございます。

駐車場につきましては地下がメインになり、地上、店舗併せて約１，２５０

台の計画となっております。駐車場は機械式を想定しているとのことですが、

詳細については未定でございます。自転車駐車場につきましては、地上と地

下に設置する計画となってございます。

         また、ごみの集積所についても地下に設置するとのことですが、位置等につ

きましては、今後協議してまいります。

         次に、Ａ棟南立面図の西側部分について、日影規制の関係で一部５階になっ

ております。Ｇ棟北立面図の１階部分がエントランス、同様にＡ棟西立面図

の１階部分がエントランスの位置でございます。店舗、事務所につきまして

は、Ａ棟北立面図の中心にあります２階建ての部分でございます。

         次に、計画建物の時刻日影図は２種類でございまして、冬至における測定水

平面が４ｍ及び０ｍの日影図の図面でございます。

グランドレベル０ｍの図面をご覧ください。花小金井南中学校のグラウン

ドにつきましては、午前９時ごろまで日陰となり、午後４時には殆んど日陰

となります。

         提供公園は、午前９時ごろから概ね日が当たりますが、午後３時前から日陰

が掛かってまいります。

         花小金井南中学校の東側の生産緑地は、午前１０時３０分ごろまで日陰とな

ります。

         当該地の東側、花小金井南菜園のところは、昨年末に共同住宅（３階建て１

２戸）が完成し、こちらは午後２時ごろから日陰となります。また、西側に

隣接しています賃貸共同住宅のパーク花小金井１０４では午前１１時以降、

また小金井街道の西側、手打ちうどんの店舗付近は午前１０時以降、日照は

確保されます。

         平成１９年１０月１５日に提出された土地利用構想届出に際し、同月２２日

に行った市長からの助言についての見解が示されましたので、助言の一部と

見解を紹介させていただきます。

         助言の３番目では、対象区域内の雑木林及び既存樹木（ミズナラ、桜など）

は良好で貴重な緑であるため、譲受人は保存と育成可能な構想及び計画をお

願いしたい。

         これに対する見解は、東側雑木林は計画区域外であります。又既存樹木につ

きましては可能な範囲で保存、移植に努めます、とあります。

         次に、助言の４番目では、中学校用地の拡張計画があり、市民も利用できる

施設を検討しています。譲受人は、これらの教育環境と近隣住民との関係を

考慮し、学校との境界部付近の開放感が得られるよう、関係者との協議に応
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じてください。

         対する見解は、拡張部分の西側隣接地は提供公園として、市民の利用できる

公園といたします。また、中学校南側道路に接して、幅員２ｍから３ｍの歩

道状空地を設け、沿道部は緑化に努め、開放感を演出いたします。

         次に、助言の５番目では、届出対象に隣接するゴルフ場や中学校等の周辺環

境と調和がとれ、子供たちが安心して育つような良好なまちづくりのため、

積極的な協力をお願いします。

         対する見解は、上記のとおり、外周部道路についての安全対策を図るととも

に、提供公園の形状につきましては市と協議の上、子供たちも安心して遊べ

る空間としていきたいと考えておりますとの見解が示されてございます。

         平成１９年１１月７日に、周辺住民の方を対象とした事業者による説明会が

開催されました。出席者は周辺住民約３０名、市議会議員３名でございます。

なお、説明会開催状況報告書につきましては、１１月１３日に受理している

ところでございます。

         質疑応答の主なものは、現在の解体工事の騒音、振動、交通量予測、アスベ

スト及び作業日程等でございました。説明会では解体工事について関心が高

かったことから、事業計画の質問は少なかったように思われますが、周辺住

民からの説明会の要望がある場合には、事業主は開催するとのことでござい

ました。

         また、条例に基づく周辺住民の意見書につきましては、提出期限である１１

月２２日までに意見書の提出がありませんでしたので、必然的に事業主から

の見解書もございませんでした。

         以上で説明を終わります。

会 長   土地利用構想の届出の経過説明がございました。質疑がありましたらお願い

いたします。

         皆さんの頭の中が少し整理できるまで、少しメモをとっておきましたので、

私から質問をします。

         全体工期が３期に分かれていますが、もう少し詳細説明をしていただくこと

ができますか。

事 務 局   第１期の工期でございますが、Ａ棟、Ｂ棟につきましては、Ａ棟が３３８

戸、Ｂ棟が３５３戸で、計６９１戸ございます。この部分につきましては平成

２２年９月完成予定でございます。

         第２期は、平成２３年７月までに完成する箇所ですが、Ｃ棟とＤ棟とＥ棟で、

Ｃ棟が２２０戸、Ｄ棟が３６戸、Ｅ棟が３２戸、計２８８戸でございます。

         第３期は、平成２４年１２月の完成予定で、Ｆ棟とＧ棟でＦ棟が３３２戸、

Ｇ棟が１８８戸、計５２０戸という計画でございます。
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         また、地下駐車場につきましては１，１２８台分、地上に１２２台の駐車場

を設けると伺っております。

会 長   ありがとうございました。植栽計画は記載されていますか。

事 務 局   植栽計画まではありませんが、全体では色々な樹木があり、桜、シラカシ

など６４６本あります。この中で保存するものが５０本、移植するものが８３

本です。

大変残念ですが、伐採するものが５１３本という計画でございます。

         それで、工事上影響のない敷地外周にある桜１３本とシラカシ１１本、ヒマ

ラヤ杉９本など、約５０本の既存樹木につきましては、事前に根を切って養

生を行い保存樹木として、隣地との境界部の環境を保全する目的で残すと伺

っております。

         それから、既存樹木のうち、桜１２本とシラカシ２１本、ケヤキ７本、トウ

カエデ３１本などの約８３本につきましては、工事中は提供公園用地に仮移

植し、再利用すると伺っているところでございます。

委 員   立面図を見ると、１５０ｍ強の板状の建物が並ぶところですが、このことに

ついては、どの様な指導をされているのかが１点です。

         ２点目が、中学校との間に道路があり、その沿道空間に開放感が得られるよ

うに、確かに歩道状空地を設けるということはありますが、土地利用を見る

と駐車場が並んでいます。建物が８階建てまで並ばないよりは、開放感とい

う意味ではあるのかもしれませんが、空間の質という意味では非常に貧しい

ところが中学校との間に広がると思いますが、このことについてはどうなの

か、これが２点目です。

         ３点目が、相当大きな地下駐車場ができるということですが、管理の問題も

含めてどの様になりますか。車の交通容量の問題もそうですが、そうした交

通容量や地下駐車場そのものの問題というのはクリアされるのかというのが、

３点目です。

         当該地は南側にゴルフ場があるおかけで、８階建てが並ぶとその方たちは大

変眺望も得られて、開放感もあってということだろうと思いますが、それを

南に寄せたため、北側に駐車場などが集約される形になり、建築計画として

はあまり好ましくないものになっていると思います。

         これも容積率２００％を使うというところが始まっていて、要するに事業計

画としては、そこから始まるのは当然かとは思いますが、そこからどれだけ

いいものにできるかを真摯に検討したのではないと思います。これは自分の

意見です。

事 務 局   １点目の１５０ｍの壁でございますが、景観的には圧迫感があるというこ

とですが、小金井カントリー倶楽部には相当数の樹木が植わっておりまして、



7

８階部分から小金井カントリーの部分が見えない状況があると伺っております。

上空２５メートルの位置から見たところ、樹木に影響されて見えない部分もあ

ると。ただ、ご指摘のとおり圧迫感というか、壁的なものができてくるとは思

っております。これについては、私どもも指導という中ではできなかったとい

うところがございます。

         ２点目の、中学校南側道路に対する２ｍから３ｍの歩道幅員は、開放感とい

う意味ではとのご指摘がございましたが、事業者には両側歩道にし、歩行者

が安全に通行できるものを造ってほしいと要望をしましたが、調整した中で

はこのような計画になってきました。

ただ、歩道の南側については植栽等で接道緑化をしていただき、圧迫感の

ないものに。また、中学校のグラウンドのところに半円状に下がっていると

ころもありまして、直線的ではなく、荷さばき場のようなものを造って変化

を持たせ、広めの空間にするようなものを考えてございます。

         商店街の南側にロータリーを設けて、交通処理というような問題の中から、

変化を持たせるということを考えております。

         また、提供公園と市が譲り渡しを受ける用地の部分でございますが、ここに

ついては片側歩道ではなく、提供公園や譲渡予定地などに歩行者が通りやす

いような空間は考えていきたいと思っているところです。

         実施計画ができておりませんので、詳細の話はできませんが、我々も、ある

程度開放感があるものにしていきたいということで、ベンチ等の設置等をお

願いしていきたいと思っております。

         それから、地下駐車場の安全対策でございますが、スロープの形状等につい

ては判断しかねます。詳細計画を受けていませんが、交通量調査を行ってお

り、東西の通りに１日に入る車と出る車がありまして、中学校のところのス

ロープから出入りするところで、平日の午前中４４台出て、入る車が平日の

午後で２８台ということで、全体で８０台近い出入りが想定されます。

         それから、西側の小金井街道のからの出入りでございますが、入る車が平日

の午前中で４台、午後が５９台で出る車が午前中９６台、午後が１２台とい

うことで、１１０台出る、６３台入ってくるというような交通量予測がござ

います。これは平日のピークの１時間当たりと伺っております。そういう意

味では、何らかの安全対策をとるような指導も今後していかなくてはいけな

いと思っているところでございます。

         また、容積率２００％の話でございますが、私どもも事業者に対しては、天

神町一丁目の事例等もございますので、なるべく容積率を下げるようにとい

う話をしているところでございますが、事業者は、２００％を確保したいと

いうことで、話が平行線のままでございます。以上でございます。
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委 員   ゴルフ場側の８階部分は樹木で覆われているという話でしたら、そちらはい

いのかもしれないが、小金井街道沿いの８階という方は相当好ましくないと

いうのが、私の意見の趣旨です。

         それから、中学校沿いの開放感という言葉ですが、開放感と言ってしまう

と何も物理的に建っていなければそれでいいということではなく、この中学

校と、これから折角いいものを造れるチャンスがあるので、大規模敷地との

間のこの街路空間をどの様に作りたいかというところを考えた方がいいとい

うことです。その時に、このように駐車場を造ってしまうと、物理的には何

にもないかもしれないが、機械式の駐車場という最悪な結果かもしれません。

それよりは、３階とか５階建て位までの中層の住宅が少し並んでいるとい

う方が、この間の道路を造るという意味ではいい場合もあると。つまり、ど

ういう空間を創りたいのかということがあるから、それをやろうとすると、

結果的に２００％に届かない場合もあるということだと思います。２００％

を下げるという指導をされても、事業者側は、下げたくないと言うだけだと

思います。こういう空間を創ろうというようなご指導の仕方を、何とかして

いただきたいと思います。

         それから、駐車場の話についてはよく理解ができなかったので、何か資料

等があると助かると思いました。それは後々の話ということでもあるので、

大体そうなのかもしれません。

会 長   他に、何かありますか。

委 員   ここでは特に触れていませんが、ゲートを造るという、この全体を囲って門

を何箇所か造るかという話が流れていますね。その開放感という点でいけば、

物理的な開放感は、助言にも書いてあるし、こちらの方にも開放感があるよう

にと書いてありますが、そういう意味では、物理的な開放感は、それはそれで

当然のことかと思いますが、地域社会との交流、開放ということがあまり触れ

てないので、噂とどういう関係にあるのかというところを説明願います。

事 務 局   平成１９年７月２０日に、市がこの地域の状況報告ということで、花小金

井南地域センターで説明会を行っております。５６人の地域住民の方が参加し

まして、話し合いが行われたのですが、ここで小さな子供たちが遊べる公園等

を造っていただきたい、また、建物の中に子供が遊べる部屋を造ってほしい。

マンションの住民だけではなく、地域住民にも開放される遊べる環境を造って

ほしいと地域の方々の要望がございました。

         この結果を、事業主である住友不動産に説明会の状況を伝え、このようなも

のができるかどうかの検討をお願いしております。事業主からは、託児所的

なものが、共用棟又は事務所、店舗等にできれば検討していきたいとの話も

伺っております。子供が媒体となった地域コミュニティというのが、そこで
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ソフト的なものができれば、地域の中での地域コミュニティが醸成されると

思っております。

         また、提供公園の隣に、地域開放型体育館を設置するという計画がございま

すので、その体育館も夜間は地域に開放する。土曜、日曜日も学校が使わな

いときには体育館を開放するということになれば、その体育館を利用する中

で何らかのサークルが出てくれば、地域のコミュニティが形成できると思っ

ております。そういうものを今後仕掛けていくというのが一つの手法と思っ

ております。

   あと、平面図の中で白く空間になっている部分に通路と記載されております

が、ここはマンション住民が利用する通路ということで、一般の方々について

は使えないという計画でございます。

事 務 局   中庭部分が閉鎖空間になるということを考えているようです。

会 長   先ほどの地域のコミュニティという話の時に、具体的に何をもってコミュニ

ケーションを図るかという問題が、現実にはあると思いますが、ここでは店舗、

事務所、共用棟と書いてあります。例えば、ここでいう駐車場がこの様に沢山

並んでいて、本来なら、ある種の公園的広場とか、そういうものがコミュニテ

ィを形成する要素の一つであるだろうと思いますが、そのような施設がもう少

しあるといいという感じがします。中庭が開放されたら今度はセキュリティの

問題とか、現実には住む側の人にとってみると、色々な人が勝手に出入りされ

ては困るという気持ちは当然あるだろうと思います。その中間的な話としての、

外に開放する、あるいは地域に開放する場所、若しくは施設。隅の方に一つあ

って、これで造りましたというのか、もう少し全体のマスタープランの中で、

適材的にほしいですね。

         それと、先程５００本伐採という話がありましたが、これは衝撃的な話で、

それが還元されるような樹木配置、特に小金井街道と提供公園側がその対象

になるだろうと思いますが、そういう地域にもう少しうまく配置するなり、

場所を造れないのかと思います。確かに、住む人の側にとってみるとセキュ

リティの問題とか色々とあるからわかります。その辺の境界線をどの辺まで

引くかという話だろうとは思いますが、全体の配置計画としては、まだまだ

そういう意見が反映されてはいないだろうと思います。

         ただ、事業ですから、どこまで反映するかという作業は、当然お金の問題な

どあるし、バランスというのはあるだろうと思います。何れにしろ、ここに

住む人にとっても地域ですから、住む人達が今度はより快適に住める、ある

いは今まで住んでいた人達がより快適に住めるという、共同の作業をどこか

で行わないといけないだろうと思います。

委 員  説明の中で２００％は使いたいとありましたが、実際には地下住居、ドライ
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エリアがあって使っています。これは容積対象外になっているから、実際には

かなり使っていて、これやめろと言うと怒られてしまうかもしれません。

委 員   今のお話に関連して、これは地下に住戸を造るということなので、実際は９

階建ての様な感じになるという理解でよろしいですか。

会 長   掘割をして高い建物が建っている、そういう形になります。

委 員   ということは、８階と書いてあるところは、建ってみて、実際に入居された

ら９階というようなイメージでしょうね。

         今、この配置図のところで白くなっているところは、駐車場に蓋がされてい

るという理解でよろしいですか。

事 務 局   人工地盤みたいなものだと思います。

委 員   人工地盤的なもの。実は駐車場が見えるとかということではない訳ですね。

そうすると、そこは何らかの形でマンションの方が利用するような空間になる

ということですか。

         あと、花小金井南中学校も結構日影の図からすると陰になりますが、これに

関しては市も了承されているというか、基本的にこれに関して何か言いたい

ことはないということでよろしいでしょうか、ということが一つです。

         後は、東西方向の今度できる道路ですが、車で通り抜けられるようなもので

あるとすれば、抜け道にマンションと関係ない方が、鈴木街道の方から小金

井街道に抜けるように使うということも考えられます。それについて何かお

考えなり、話をされているということがあれば、お聞かせいただければと思

います。

事 務 局   最初に、東西の通りは当初から繋がっていました。ただ、１，５００世帯

が入るということになりますと、大きな交通量が発生するということがござい

ます。それで北側の商業地域につきましては、商店が張りついているというこ

とと、開発での歩道的な空間ができないということになりますので、なるべく

通り抜けができないような道路づくりをしていきたいと考えております。その

意味で、商業地区と接するところにロータリー的なものを設けまして、そこで

交通を分断しようと思っております。

         生活が始まりますと利用者が増えますので、当然交通量は若干ではあります

が増えてくると思っております。そういう意味では、鈴木街道の交通対策、

小金井街道の交通対策等も今後の利用状況を見ながら検討していきたいと思

います。この道路の計画に対しましても警察と協議しながら、また市の交通

対策とも協議しながら進めていきたいと思っております。なるべく通過交通

が発生しないような道路計画の方針でいきたいと思っております。

         それから、日影図のことでございますが、学校は教育委員会が管理しており

ますので、担当部局とも話をしなくてはいけないと思っておりますが、現在、
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この土地の構想図を関係の部署に配付をしておりますが、特に日影図につい

ての質問はないという状況でございます。

会 長   小金井街道のバス停がエントランスの前にありますが、このままですか。

事 務 局   駐車場出入りのことにつきましても、事業者である住友不動産と、関係バ

ス会社とは調整をしていると伺ってございます。

         ただ、ここはシェルターがございまして、雨よけとか、日よけの部分があり

まして人が滞留します。歩道空間が３．５ｍ程度ですので、もう少し空間的

に余裕があるような土地利用にしていただきたいと事業者の方にはお願いし

ていきたいと思っております。

         また、出入り口の位置でございますが、信号等の関係から、旧ＮＴＴ東社宅

があった時の道路の位置と同様の場所に設置しているということでございま

すので、土地利用の関係からもここに配置されたと伺っております。

会 長   バス停のひさしを伸ばしてもらったらどうですか。

事 務 局   そうですね。道路と歩道と一体的に開放できる待合所みたいなのができる

と非常に寄りつきがいいと思いますが、市といたしましては、武蔵小金井に人

が流れるよりも、花小金井駅に人が流れるようなまちづくりをしていただきた

いというのが、一つのコンセプトとしてございます。

会 長   体育館の計画は進めていますか。

事 務 局  現在は詳細計画がありませんので、１，５００戸のマンションができるこ

とによって、花小金井南中学校の生徒を許容する人数がオーバーする可能性が

あるので、その対応策を最初に考えていかなくてはいけないと考えております。

その意味では、まず生徒の教室を確保し、施設を確保して、次に体育館等の確

保になると思っております。

会 長  現地に鉄塔が建っていますが、高圧線ですか。現状のままですか。

事 務 局   ＪＲ東日本の鉄塔敷きがございまして、１５万４，０００Ｖの電圧のもの

が送電されていると伺っております。配置図でいきますと、左側の上部にある

鉄塔と、Ｃ棟の上にある鉄塔が直接に結ばれるような状況で現在はございます。

それが学校の南東側に鉄塔が一つございまして、それに高圧線を移設するとい

う計画です。

会 長   大体が、駐車場の上で配線することになるのですか。

事 務 局    その様な話がＪＲ東日本と方向性が出ていると伺っております。         

これに対して、私どもも色々な問題が発生すると思います。通常言われるのが

電磁波ですが、ＷＨＯでは、特に白血病が多くなるような事例はないという見

解が示されていますが、心配等多少ありますので、影響等はどうかという話を

したところ、特にないのではないかと伺っております。

委 員   高さは高くしますか。
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事 務 局   鉄塔の高さは、若干高くすると伺っております。

会 長   学校側に寄りますからね、これは。

事 務 局   父兄の方でご心配があるというところもあります。

会 長   学校、生徒の人数が増える可能性がありますね。それに応じて教室を増やし

ていきますか。

事 務 局   大きなマンションができますと、何人位の生徒が増えるかという出現率が

あります。これに基づき教室の対応をしていくということを伺っております。

教育委員会からは、近隣で大きな開発行為がありましたし、花小金井駅の周辺

でもマンションができていますので、若干教室が足りなくなる可能性があると

伺っております。どのくらい部屋が必要かということは、まだ伺っておりませ

んので不明ですが、その対応が今は急務と伺っております。

         ただ、小学校につきましては、この地区は八小地域で生徒の受入れ人数は可

能な範囲であると伺っております。

会 長   小平全体としては、生徒の数は増えていますか。あるいは、小平市の人口と

しては増えていきますか。

事 務 局   小平市の人口は僅かずつ増えています。

会 長   ということは、平均すると増えているでしょう。

事 務 局   先ほどの出現率、一定の数の割合で出てくるということですが、出現率そ

のものは下がってきていますので、少子高齢化なのかと思います。

会 長   他に何かご質問ありますか。特にございませんか。

         そうしますと、この案件に対してはどの様にしますか、審議を継続するとい

う考え方もありますし、助言をして、ここで一つの区切りをつけるという考

え方もあります。

         それで、今までのことも踏まえ私の方でメモを作っておきましたので、これ

を配ってください。

         私のメモ案ですが、読んでみますと、先ほどから意見が出ている開放感など

も踏まえてありますので、これに加えていくようになると思っています。

１番目は、周辺住民の意見を聴くとともに十分話し合いを行い、紛争を生

じた場合には、事業主の責任において誠意を持って解決すること。これはい

つも同じことを言っています。

         ２番目は、前からもお話がありました様に、小平市の都市計画マスタープラ

ンにおける花小金井周辺地域の地域テーマとして、「緑・花とにぎわいの創

出」が上げられており、事業区域約６．２ｈａの広大の敷地でもあることか

ら、できる限り緑地の確保及び緑化に努めること。先ほどの木を切らなくて

はいけないということとか、桜というお話ですね。そういうことをどこまで

テーマとして扱っていくか。市としては十分これを事業者に対してお願いす
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るというか、指導するというか、そういう形になるだろうと思います。やは

り、その花を生かそうということを、強烈に言った方がいいのかもしれない

ですね。

         ３番目は、巨大な建物ですから、計画建物により日照時間の減少及び日陰に

より農作物の影響が出る生産緑地に関して、農業従事者と十分話し合いを配

慮する。これは天神町でも、ここでもそうですし、これから多分起こること

は、大体のところに行き当たる話で、解決として難しい話かもしれませんが、

十分話し合いをしてもらいたいと思います。

         ４番目は、外周道路の歩道空地に関して、利用者が大勢いることから、交通

安全対策を十分行うとともに、片側歩道２メートルの外側にポケットパーク

やオープンスペースを造り、ベンチ、植栽などを設けることにより、憩いや

コミュニティの場として開放感が得られるように配慮すること。これは先ほ

ど交通の問題、特に学校があるということも含めて、通過交通になっては困

るということ。ただ、実際どの様にしておけば予防できるのかというような

問題、あるいは敷地周辺のコミュニティとしての場所、そういうものを具体

的に配慮していく。皆さんがお花見できるぐらいの施設がどこかにあっても

いいのかとか、そういう思いはこちらにありますが、そういう場所を具体的

に設けてもらうということでしょうね。

         ５番目は、開発事業の予定工期が長期４年にも亘る訳ですから、工事車両、

あるいは交通安全、振動、粉じんなどの環境対策に十分配慮することという

ようなメモをつくりました。

         意見は括ればこういう話になってくるだろうと思いますし、細かく言えば

色々出てくると思いますが、補足意見として、ここにどんな意見が出たかと

いうことだけは列記してもらって助言をしていくというような方向もあると

思います。

         ですから、審議がまだ十分でないから継続審議にしましょうというこの件案

について考えるか、こういう助言をもって答申するかということですが、そ

れぞれ委員の方のご意見を聞かせていただきたいと思います。

委 員   助言をするとしたら期限みたいなものはあるのですか。何時までに出さなけ

ればならないのですか。

事 務 局   内容変更ができる余裕のある日までに出さないと意味がなくなってしまい

ます。

委 員   それは何時ごろまで。

会 長   これは一括全部受ける訳ではないですよね。個別に何期、何期というように

分けて、１個ずつ計画を調整するのでしょうか。

事 務 局   一括での計画になります。開発行為に当たりますので、一括で行うことで
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進めております。事業者としては、意見書が出なかったということで、かなり

期待しているというところはありまして、意見書がなかった期間が長かったこ

とから、準備を相当進めていると伺っております。

委 員   次の段階になるべく早く入りたいという意向はあるということですか。

事 務 局   そうですね。ですから、助言は早い方が効果はあると思います。

会 長   これに対してご意見はどうですか。

委 員   助言にするのか審議にするのかが、事業者の建築計画の変更も含めて、今の

議論というのは、例えば既存樹木のお話にしても、その沿道の利用にしても、

開放感の話にしても、それにきちんと答えようとすると、建築計画も多少変更

も含めて考えなくてはいけないと思いますが、それを市が指導する時に、継続

して審議をした方が効果的でしたらその方がいいと思います。助言の形でとに

かく早く出して、指導した方がよろしいのであればその様にしていただくのが

いいのかと思います。指導される立場からはどちらなのかということはいかが

でしょうか。意見としては、先ほど会長がおっしゃられたように幾つか足せば、

助言の内容だろうと思います。これをもって、どこまで指導をしてくださるか

どうかというのは、市の側の姿勢といいますか、そういうところかと思います。

事 務 局   そうですね。早い方が対応はしやすいと思います。事業者もそれに対して

動きがよくなります。遅れれば事業者は計画を確定した場合について、我々が

言いづらくというか、調整しづらくなると思います。早い段階での助言か指導

かというような形になるのかと思います。

委 員   前回の天神町の案件で継続した際には、説明会が終わっているのかどうかと

か、それについての住民の方の意見もまだ出ていたので、要は説明自体も、ま

だ納得するような形で説明されているかも不明という状況でした。そういうこ

とで継続になったと思います。基本的には、諮問をいただいて、１回の会議で

何らかの方向性を出して、会議の後で文面をどうするかというところはもちろ

ん詰めなければいけないとは思いますが、基本的には１回で何らかの答えを出

すという方向の方が望ましいと思います。

         そういう意味で考えると、もう一度というよりは今の段階で他の委員からも

ご意見も出ましたので、それをまず投げかけて、その後何かあったらまたと

いう方がいいのかと私個人としては思います。

会 長   それでは、まず、私のメモと今日の意見をそれぞれまとめて答申をする。そ

して、その中身によって行政側として指導していただくということで、審議は

継続しないということにしたいと思います。よろしいですか。

       （異議なしの声）

会 長   以上で審議会としてはこれで終了したいと思います。      

        （閉会）


